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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像出力装置によりデータを印刷するプリントシステムにおいて、
　無線通信端末が接続される前記画像出力装置は、印刷条件を入力する入力手段と、
　ネットワーク上に存在し、前記画像出力装置に印刷を許可するサーバは、前記入力手段
により入力された印刷条件に基づく印刷料金を、前記無線通信端末のユーザが契約してい
る回線事業者に送信し、前記画像出力装置に接続する無線通信端末の公衆回線の使用料金
に加算して課金させる課金手段と、を有し、
　前記画像出力装置は、前記入力手段により入力された印刷条件を前記サーバに送信する
ために、前記入力手段により入力された印刷条件と前記サーバに接続するための接続情報
を前記無線通信端末に送信し、前記サーバからの印刷許可信号を受信すると、前記無線通
信端末に記憶されているデータを印刷することを特徴とするプリントシステム。
【請求項２】
　前記印刷料金は、印刷したコンテンツの料金を含むことを特徴とする請求項１に記載の
プリントシステム。
【請求項３】
　画像出力装置によりデータを印刷するプリントシステムの制御方法において、
　無線通信端末が接続される前記画像出力装置において、印刷条件を入力する入力工程と
、
　ネットワーク上に存在し、前記画像出力装置に印刷を許可するサーバは、前記入力工程
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により入力された印刷条件に基づく印刷料金を、前記無線通信端末のユーザが契約してい
る回線事業者に送信し、前記画像出力装置に接続する無線通信端末の公衆回線の使用料金
に加算して課金させる課金工程と、を有し、
　前記画像出力装置は、前記入力工程において入力された印刷条件を前記サーバに送信す
るために、前記入力工程において入力された印刷条件と前記サーバに接続するための接続
情報を前記無線通信端末に送信し、前記サーバからの印刷許可信号を受信すると、前記無
線通信端末に記憶されているデータを印刷することを特徴とするプリントシステムの制御
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯無線通信端末からの指示に基づいて出力を行う出力制御技術に関し、特に
その出力に対する課金処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線公衆（電話）回線を介して各種のサーバから情報やコンテンツを得ることが可
能な携帯無線通信端末が実現されている。
【０００３】
しかし、この種の携帯無線通信端末は、プリンタを有していないため、携帯無線通信端末
で得られた情報やコンテンツを印刷するには、コンピュータやプリンタを購入するなど、
ユーザの負担が多大であった。また、プリンタ等を購入しても、自宅に帰らなければ印刷
することが出来ず、不便であった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
これら問題を解決決する方式として、公共機関や店舗に設置された公衆用のプリントエン
ジン（プリンタ、複写機に内蔵）に無線公衆回線を介してアクセスすることにより印刷す
る方式が考えられている。
【０００５】
しかし、この方式は、現金やクレジットカードを必要とするので、利用することができな
い場合があった。
【０００６】
本発明は、上述の問題に鑑みなされたものであり、その課題は、現金やクレジットカード
等を所持していなくても、携帯無線通信端末により得られたデータを、公衆回線を利用し
て公衆用の画像出力装置により出力できるようにすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明は、画像出力装置によりデータを印刷するプリントシ
ステムにおいて、 無線通信端末が接続される前記画像出力装置は、印刷条件を入力する
入力手段と、 ネットワーク上に存在し、前記画像出力装置に印刷を許可するサーバは、
前記入力手段により入力された印刷条件に基づく印刷料金を、前記無線通信端末のユーザ
が契約している回線事業者に送信し、前記画像出力装置に接続する無線通信端末の公衆回
線の使用料金に加算して課金させる課金手段と、を有し、 前記画像出力装置は、前記入
力手段により入力された印刷条件を前記サーバに送信するために、前記入力手段により入
力された印刷条件と前記サーバに接続するための接続情報を前記無線通信端末に送信し、
前記サーバからの印刷許可信号を受信すると、前記無線通信端末に記憶されているデータ
を印刷することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、画像出力装置によりデータを印刷するプリントシステムの制御方法に
おいて、無線通信端末が接続される前記画像出力装置において、印刷条件を入力する入力
工程と、ネットワーク上に存在し、前記画像出力装置に印刷を許可するサーバは、前記入
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力工程により入力された印刷条件に基づく印刷料金を、前記無線通信端末のユーザが契約
している回線事業者に送信し、前記画像出力装置に接続する無線通信端末の公衆回線の使
用料金に加算して課金させる課金工程と、を有し、前記画像出力装置は、前記入力工程に
おいて入力された印刷条件を前記サーバに送信するために、前記入力工程において入力さ
れた印刷条件と前記サーバに接続するための接続情報を前記無線通信端末に送信し、前記
サーバからの印刷許可信号を受信すると、前記無線通信端末に記憶されているデータを印
刷することを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１１】
［第１の実施形態］
図１は、本発明の第１の実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００１２】
図１において、１０１はプリントエンジン、１０２は携帯無線通信端末、１０３はプリン
トエンジン１０１と携帯無線通信端末１０２を接続する接続Ｉ／Ｆ、１０４は無線中継局
、１０５は公衆電話回線、１０６は通信モデム、１０７はサーバである。
【００１３】
本システム構成において、携帯無線通信端末１０２は、そのユーザが無線公衆回線に契約
しているものであり、プリントエンジン１０１は、公共施設や店舗等に設置されている。
また、本システム構成は、携帯無線通信端末１０２内に記憶されている情報をプリントす
る場合に対応している。
【００１４】
なお、プリントエンジン１０１は、公共機関や店舗などに設置されているプリンタや複写
機等に内蔵されているものとする（後述の第２～第６の実施形態におけるプリントエンジ
ンも同様）。
【００１５】
また、プリントエンジン１０１、携帯無線通信端末１０２、サーバ１０７は、ＣＰＵ、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭを含むコンピュータ機能を有し、ＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵが
実行することにより、後述の各種の処理を行う。この際、ＣＰＵは、ＲＡＭをワークエリ
ア等して利用する。このコンピュータ機能は、後述の第２～第６の実施形態におけるプリ
ントエンジン、携帯無線通信端末、サーバにも搭載されている。
【００１６】
次に、第１の実施形態における印刷処理を、図７のフローチャートを適宜参照しながら説
明する。
【００１７】
携帯無線通信端末１０２内に記憶されている情報をプリントする場合、先ず、ユーザは、
自分の携帯無線通信端末１０２を接続Ｉ／Ｆ１０３に接続する。接続Ｉ／Ｆ１０３は、プ
リントエンジン１０１に予め接続されており、携帯無線通信端末１０２を接続Ｉ／Ｆ１０
３に接続することにより、プリントエンジン１０１と携帯無線通信端末１０２との通信が
可能となる（ステップＳ１）。
【００１８】
次に、ユーザは、プリントエンジン１０１の操作部から印刷条件を入力する（ステップＳ
２）。ここで、印刷条件とは、カラー／白黒の選択、印刷ページ数、印刷部数、印刷用紙
サイズ等である。
【００１９】
印刷条件を入力した後にプリントエンジン１０１の操作部のスタートキーを押すと、プリ
ントエンジン１０１は、印刷条件信号及びサーバ１０７にアクセスするための電話番号を
携帯無線通信端末１０２に送信する。すると、携帯無線通信端末１０２は、サーバ１０７
にアクセスするための電話番号に基づいて電話を掛け、無線中継局１０４を介して、前記
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電話番号で登録してある通信モデム１０６に接続する。この接続モデム１０６を介して、
携帯無線通信端末１０２はサーバ１０７と通信可能となる（ステップＳ３）。
【００２０】
そこで、携帯無線通信端末１０２は、印刷条件信号をサーバ１０７に送信する。サーバ１
０７は、印刷条件信号を受信することにより、印刷許可信号を携帯無線通信端末１０２に
送信する（ステップＳ５）。携帯無線通信端末１０２は、受信した印刷許可信号を、接続
Ｉ／Ｆ１０３を介してプリントエンジン１０１に送信する（ステップＳ６）。
【００２１】
プリントエンジン１０１は、許可信号を受信することにより印刷可能状態となり、携帯無
線通信端末１０２内に記憶されている情報を印刷する（ステップＳ７）。
【００２２】
また、サーバ１０７は、印刷条件を受信すると、その印刷条件に応じた課金信号をユーザ
が契約している回線事業者に送信する（ステップＳ８）。回線事業者は、この課金信号に
応じた金額（印刷料金）を、ユーザの回線使用料金に加算する（ステップＳ９）。
【００２３】
［第２の実施形態］
図２は、本発明の第２実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００２４】
図２において、２０１はプリントエンジン、２０２は携帯無線通信端末、２０３はプリン
トエンジン２０１と携帯無線通信端末２０２を接続する接続Ｉ／Ｆ、２０４は無線中継局
、２０５は公衆電話回線、２０６は通信モデム、２０７はサーバ、２０８はネットワーク
回線である。
【００２５】
本システム構成は、携帯無線通信端末２０２内に記憶されている情報ではなくサーバ２０
７に記憶されている情報（コンテンツ）プリントする場合に対応している。
【００２６】
次に、第２の実施形態における印刷処理を、図８，９のフローチャートを適宜参照しなが
ら説明する。
【００２７】
サーバ２０７に記憶されている情報（コンテンツ）プリントする場合、先ず、ユーザは、
コンテンツが格納されているサーバ２０７へ携帯無線通信端末２０２を接続させる。すな
わち、サーバ２０７にアクセスするための電話番号を入力し、電話を掛けることにより、
無線中継局２０４を介して、前記電話番号で登録してある通信モデム２０６に接続する。
すると、携帯無線通信端末２０２は、接続モデム２０６を介してサーバ２０７と通信可能
となる（ステップＳ２１）。
【００２８】
そこで、ユーザは、サーバ２０７上の印刷したいコンテンツを選択する（ステップＳ２２
）。そして、ユーザは、コンテンツを選択した後、自分の携帯無線通信端末２０２を接続
Ｉ／Ｆ２０３に接続する。この接続Ｉ／Ｆ２０３は、プリントエンジン２０１に予め接続
されており、携帯無線通信端末２０２を接続Ｉ／Ｆ２０３に接続することにより、プリン
トエンジン２０１と携帯無線通信端末２０２との通信が可能となる（ステップＳ２３）。
【００２９】
次に、ユーザは、プリントエンジン２０１の操作部から印刷条件を入力する（ステップＳ
２４）。ここで、印刷条件とは、カラー／白黒の選択、印刷部数、印刷用紙サイズ、及び
選択されたコンテンツのＵＲＬ等である。
【００３０】
印刷条件を入力した後にプリントエンジン２０１の操作部のスタートキーを押すと、プリ
ントエンジン２０１は、印刷条件及びプリントエンジン２０１の識別信号を、携帯無線通
信端末２０２に送信する。すると、携帯無線通信端末２０２は、サーバ２０７と通信を継
続しているので、その状態のまま、印刷条件及びプリントエンジン２０１の識別信号をサ



(5) JP 4298154 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

ーバ２０７に送信する（ステップＳ２５）。
【００３１】
サーバ２０７は、印刷条件及びプリントエンジン２０１の識別信号を受信することにより
、コンテンツ情報を携帯無線通信端末２０２又はプリントエンジン２０１に送信する。こ
の場合、情報量の少ないコンテンツに関しては、携帯無線通信端末２０２に送信し（ステ
ップＳ２６，Ｓ２７）、情報量の多いコンテンツに関しては、プリントエンジン２０１の
識別信号に基づいて、専用のネットワーク回線２０８を介して、直接、プリントエンジン
２０１に送信する（ステップＳ２６，Ｓ２８）。
【００３２】
また、サーバ２０７は、印刷条件及びプリントエンジン２０１の識別信号を受信すること
により、印刷許可信号を携帯無線通信端末２０２に送信する（ステップＳ２９）。携帯無
線通信端末２０２は、受信した印刷許可信号を接続Ｉ／Ｆ２０３を介して、プリントエン
ジン２０１に送信する（ステップＳ３０）。
【００３３】
プリントエンジン２０１は、印刷許可信号を受信することにより、印刷可能状態となり、
受信したコンテンツ情報を印刷する（ステップＳ３１）。
【００３４】
また、サーバ２０７は、印刷条件及びプリントエンジン２０１の識別信号を受信すること
により、印刷条件、印刷対象のコンテンツ情報等に応じた課金信号を、ユーザが契約して
いる回線事業者に送信する。
【００３５】
この場合、サーバ２０７は、コンテンツが有料の場合は、印刷条件、及び印刷対象のコン
テンツ情報等に応じた印刷料金にコンテンツ料金を加算した課金信号を、回線事業者に送
信する（ステップＳ３２，Ｓ３３，Ｓ３５）。一方、コンテンツが無料の場合は、印刷条
件、及び印刷対象のコンテンツ情報等に応じた印刷料金に対応する課金信号を、回線事業
者に送信する（ステップＳ３２，Ｓ３４，Ｓ３５）。
【００３６】
回線事業者は、受信した課金信号に応じた金額（印刷料金）をユーザの回線使用料金に加
算する（ステップＳ３６）。
【００３７】
このように、第２の実施形態では、著作権等によりコンテンツ自体が有料の場合は、印刷
料金と同時にコンテンツの料金もユーザの回線使用料金に加算することができる。また、
画像情報等の情報量の多いコンテンツは、無線公衆回線を使わずに、専用のネットワーク
回線２０８を介して、直接、プリントエンジン２０１に送信することもできる。
【００３８】
［第３の実施形態］
図３は、本発明の第３実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００３９】
図３において、３０１はプリントエンジン、３０２は携帯無線通信端末、３０３はプリン
トエンジン３０１と携帯無線通信端末３０２を接続する接続Ｉ／Ｆ、３０４は無線中継局
、３０５は公衆電話回線、３０６は通信モデム、３０７はサーバ、３０８は記憶媒体情報
読取装置である。
【００４０】
本システム構成は、携帯無線通信端末３０２内に記憶されている情報ではなく、ＭＯ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＰＣカード等の着脱可能な記憶媒体に記憶されている情報をプリントする場
合に対応している。
【００４１】
記憶媒体に記憶されている情報をプリントする場合、先ず、ユーザは、記憶媒体を記憶媒
体情報読取装置３０８に挿入する。すると、記憶媒体情報読取装置３０８は、挿入された
記憶媒体から情報を読取り、プリントエンジン３０１に送信する。この状態では、プリン
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トエンジン３０１は印刷不許可状態であり、印刷することはできない。
【００４２】
次に、自分の携帯無線通信端末３０２を接続Ｉ／Ｆ３０３に接続する。接続Ｉ／Ｆ３０３
は、プリントエンジン３０１に予め接続されており、携帯無線通信端末３０２を接続Ｉ／
Ｆ３０３に接続することにより、プリントエンジン３０１と携帯無線通信端末３０２との
通信が可能となる。
【００４３】
次に、ユーザは、プリントエンジン３０１の操作部から印刷条件を入力する。ここで、印
刷条件とは、カラー／白黒の選択、印刷ページ数、印刷部数、印刷用紙サイズ等である。
【００４４】
印刷条件を入力した後にプリントエンジン３０１の操作部のスタートキーを押すと、プリ
ントエンジン３０１は、印刷条件及びサーバ３０７にアクセスするための電話番号を携帯
無線通信端末３０２に送信する。すると、携帯無線通信端末３０２は、サーバ３０７にア
クセスするための電話番号に基づいて電話を掛け、無線中継局３０４を介して、前記電話
番号で登録してある通信モデム３０６に接続する。この接続モデム３０６を介して、携帯
無線通信端末３０２はサーバ３０７と通信可能となる。
【００４５】
そこで、携帯無線通信端末３０２は、印刷条件信号をサーバ３０７に送信する。サーバ３
０７は、印刷条件を受信することにより、印刷許可信号を携帯無線通信端末３０２に送信
する。携帯無線通信端末３０２は、受信した印刷許可信号を接続Ｉ／Ｆ３０３を介してプ
リントエンジン３０１に送信する。
プリントエンジン３０１は、印刷許可信号を受信することにより、初めて印刷可能状態と
なり、記憶媒体情報読取装置３０８から受取った情報を印刷する。
【００４６】
また、サーバ３０７は、印刷条件を受信すると、その印刷条件に応じた課金信号を、ユー
ザが契約している回線事業者に送信する。回線事業者は、この課金信号に基づいて、ユー
ザの回線使用料金に印刷料金を加算する。
【００４７】
［第４の実施形態］
図４は、本発明の第４実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００４８】
図４において、４０１はプリントエンジン、４０２は携帯無線通信端末、４０４は無線中
継局、４０５は公衆電話回線、４０６は通信モデム、４０７はサーバ、４０８はネットワ
ーク回線である。
【００４９】
本システム構成は、携帯無線通信端末４０２とプリントエンジン４０１を直接接続するこ
となく、サーバ４０７に記憶されている情報（コンテンツ）をプリントする場合に対応し
ている。
【００５０】
次に、第４の実施形態における印刷処理を、図１０のフローチャートを適宜参照しながら
説明する。
【００５１】
携帯無線通信端末４０２とプリントエンジン４０１を直接接続することなく、サーバ４０
７に記憶されている情報（コンテンツ）をプリントする場合、先ず、ユーザは、コンテン
ツが格納されているサーバに携帯無線通信端末を接続させる。
【００５２】
すなわち、プリントエンジン４０１の上部にはサーバ４０７にアクセスするための電話番
号と、プリントエンジン４０１自体を識別する識別番号が表示してある。そこで、ユーザ
は、その表示を見て、ユーザ自身が所有する携帯無線通信端末４０２に、サーバ４０７に
アクセスするための電話番号を入力して電話を掛けることにより、無線中継局４０４を介
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して、前記電話番号で登録してある通信モデム４０６に接続する。この接続モデム４０６
を介して、携帯無線通信端末４０２はサーバ４０７と通信可能となる（ステップＳ４１）
。
【００５３】
この状態で、ユーザは、携帯無線通信端末４０２により、印刷したいコンテンツを選択し
、プリントエンジン４０１の識別信号を入力して、この識別信号をサーバ４０７に送信さ
せる（ステップＳ４２）。
【００５４】
サーバ４０７は、この識別信号に基づいて、プリントエンジン４０１との通信をネットワ
ーク回線４０８を介して行うことが可能となる。そこで、この状態で、サーバ４０７は、
印刷条件入力許可信号をプリントエンジン４０１に送信する（ステップＳ４３）。
【００５５】
プリントエンジン４０１は、印刷条件入力許可信号を受信することにより、印刷条件入力
可能状態となるので、ユーザは、プリントエンジン４０１の操作部から印刷条件を入力す
る（ステップＳ４４）。ここで、印刷条件とは、カラー／白黒の選択、印刷部数、印刷用
紙サイズ、及び選択されたコンテンツのＵＲＬ等である。
【００５６】
印刷条件を入力した後にプリントエンジン４０１の操作部のスタートキーを押すと、プリ
ントエンジン４０１は、ネットワーク回線４０８を介してサーバ４０７に印刷条件を送信
する（ステップＳ４５）。
【００５７】
サーバ４０７は、印刷条件を受信することにより、コンテンツ情報及び印刷許可信号を、
ネットワーク回線４０８を介して、直接、プリントエンジン４０１に送信する（ステップ
Ｓ４６）。
【００５８】
プリントエンジン４０１は、印刷許可信号を受信することにより、印刷可能状態となり（
ステップＳ４７）、受信したコンテンツ情報を印刷する（ステップＳ４８）。
【００５９】
また、サーバ４０７は、印刷条件を受信することにより、印刷条件、印刷対象のコンテン
ツ情報に応じた課金信号を、ユーザが契約している回線事業者に送信する（ステップＳ４
９）。回線事業者は、受信した課金信号に応じた金額（印刷料金）をユーザの回線使用料
金に加算する。この際、有料コンテンツの場合は、更にコンテンツ料金をも加算する（ス
テップＳ５０）。
【００６０】
［第５の実施形態］
図５は、本発明の第５実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００６１】
図５において、５０１はプリントエンジン、５０２は携帯無線通信端末、５０３はプリン
トエンジン５０１と携帯無線通信端末５０２を接続する接続Ｉ／Ｆ、５０４は無線中継局
、５０５は公衆電話回線、５０６は通信モデム、５０７はサーバ、５０８はネットワーク
回線、５０９はコンテンツサーバである。
【００６２】
本システム構成は、携帯無線通信端末５０２が直接通信を行うサーバではなく、コンテン
ツサーバ５０９に記憶されているコンテンツ情報をプリントする場合に対応している。
【００６３】
コンテンツサーバ５０９に記憶されているコンテンツ情報をプリントする場合、先ず、ユ
ーザは、サーバ５０７と携帯無線通信端末とを接続させる。すなわち、サーバ５０７にア
クセスするための電話番号を入力し、電話を掛けることにより、無線中継局５０４を介し
て、前記電話番号で登録してある通信モデム５０６に接続する。この接続モデム５０６を
介して、携帯無線通信端末５０２はサーバ５０７と通信可能となる。
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【００６４】
そこで、サーバ５０７は、ネットワーク回線５０８を介して、コンテンツ情報が存在する
コンテンツサーバ５０９と通信・接続を行い、携帯無線通信端末５０２の操作によりユー
ザが選択したコンテンツ情報をコンテンツサーバ５０９から取得し、携帯無線通信端末５
０２に配信する。
【００６５】
コンテンツを取得した後、ユーザは、自分の携帯無線通信端末５０２を接続Ｉ／Ｆ５０３
に接続する。接続Ｉ／Ｆ５０３は、プリントエンジン５０１に予め接続されており、プリ
ントエンジン５０１と携帯無線通信端末５０２との通信を可能とする。
【００６６】
次に、ユーザは、プリントエンジン５０１の操作部から印刷条件を入力する。印刷条件と
は、カラー／白黒の選択、印刷部数、印刷用紙サイズ、及び選択されたコンテンツのＵＲ
Ｌ等である。
【００６７】
印刷条件を入力した後にプリントエンジン５０１の操作部のスタートキーを押すと、プリ
ントエンジン５０１は、携帯無線通信端末５０２に印刷条件及びプリントエンジン５０１
の識別信号を送信する。すると、携帯無線通信端末５０２はサーバ５０７と通信を継続し
ているので、その状態のまま、印刷条件及びプリントエンジン５０１の識別信号をサーバ
５０７に送信する。
【００６８】
サーバ５０７は、印刷条件及びプリントエンジン５０１の識別信号を受信することにより
、コンテンツ情報及び印刷許可信号をネットワーク回線５０８を介して、直接、プリント
エンジン５０１に送信する。プリントエンジン５０１は、印刷許可信号を受信することに
より、印刷可能状態となり、受信したコンテンツ情報を印刷する。
【００６９】
また、サーバ５０７は、印刷条件及びプリントエンジン５０１の識別信号を受信すること
により、印刷条件及び印刷対象のコンテンツ情報に応じた課金信号を、ユーザが契約して
いる回線事業者に送信する。回線事業者は、受信した課金信号に応じた金額（印刷料金）
をユーザの回線使用料金に加算し、有料コンテンツの場合は、更にコンテンツ料金も加算
する。
【００７０】
本実施形態では、サーバ５０７自身にはコンテンツ情報が記憶されておらず、コンテンツ
サーバ５０９に記憶されているコンテンツ情報をネットワーク回線５０８を介して取得し
てプリントしているが、コンテンツサーバ５０９は、公衆回線５０５に接続されていても
よい。
【００７１】
［第６の実施形態］
図６は、本発明の第６実施形態に係るプリントシステムの構成図である。
【００７２】
図６において、６０１はプリントエンジン、６０２は携帯無線通信端末、６０４・６０８
は無線中継局、６０５は公衆電話回線、６０６は無線通信モデム、６０７はサーバである
。
【００７３】
本システム構成は、プリントエンジン６０１がサーバ６０７に直接接続されている場合に
対応している。なお、サーバ６０７がプリントエンジン６０１に内蔵されている場合にも
対応している。
【００７４】
この場合、先ず、ユーザは、コンテンツが格納されているサーバ６０７へ携帯無線通信端
末を接続させる。すなわち、プリントエンジン６０１の上部にサーバにアクセスするため
の電話番号が表示してある。そこで、ユーザは、その表示を見て、ユーザ自身が所有する
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を掛けることにより、無線中継局６０４・６０８を介して、前記電話番号で登録してある
無線通信モデム６０６に接続する。この接続モデム６０６を介して、携帯無線通信端末６
０２はサーバ６０７と通信可能となる。
【００７５】
また、携帯無線通信端末６０２がサーバ６０７と通信可能となると、サーバ６０７は、プ
リントエンジン６０１に印刷許可信号を送り、これによりプリントエンジン６０１は、印
刷可能状態になる。本実施形態では、プリントエンジン６０１とサーバ６０６は１対１に
接続されているので、識別信号は不要となる。
【００７６】
この状態で、ユーザは、印刷したいコンテンツを選択する。コンテンツを選択した後、ユ
ーザは、プリントエンジン６０１の操作部から印刷条件を入力する。印刷条件とは、カラ
ー／白黒の選択、印刷部数、印刷用紙サイズ等である。印刷条件を入力した後にプリント
エンジン６０１の操作部のスタートキーを押すと、プリントエンジン６０１は、サーバ６
０７に印刷条件を送信する。
【００７７】
サーバ６０７は、印刷条件を受信することにより、印刷条件、選択されたコンテンツに応
じた課金信号を、ユーザが契約している回線事業者に送信する。回線事業者は、この課金
信号に応じた金額（印刷料金）をユーザの回線使用料金に加算する。
【００７８】
そして、サーバ６０７は、課金信号の送信を確認した後に、プリントエンジン６０１に印
刷スタート信号を送信する。プリントエンジン６０１は、印刷スタート信号を受信するこ
とにより印刷可能状態になり、先に選択されたコンテンツ情報を印刷する。
【００７９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、現金やクレジットカード等を所持していなくても
、携帯無線通信端末により得られたデータを、公衆回線を利用して公衆用の画像出力装置
により出力することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図４】本発明の第４実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図５】本発明の第５実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図６】本発明の第６実施形態に係る印刷システムの構成図である。
【図７】本発明の第１実施形態における印刷処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態における印刷処理を示すフローチャートである。
【図９】図８の続きのフローチャートである。
【図１０】本発明の第４実施形態における印刷処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０１，２０１，３０１，４０１，５０１，６０１…プリントエンジン
１０２，２０２，３０２，４０２，５０２，６０２…携帯無線通信端末
１０３，２０３，３０３，５０３…接続Ｉ／Ｆ
１０４，２０４，３０４，４０４，５０４，６０４，６０８…中継局
１０５，２０５，３０５，４０５，５０５，６０５…公衆電話回線
１０７，２０７，３０７，４０７，５０７，６０７…サーバ
２０８，４０８，５０８，…専用回線
５０９…コンテンツサーバ
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